
情報通信機器を用いた診療について 
 

 

当院では情報通信機器を用いた診療が可能です 

 

オンライン診療研修(厚生労働省認定)を修了している医師が担当致します 

 

※情報通信機器を用いた診療における初診の際には向精神薬の処方はできません 


